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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 26） 

 

 

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつきまして

は、令和２年５月１日付け日薬業発第 57 号（その 16）にてお知らせしたとこ

ろですが、今般、別添のとおり追加の取扱いが示されました。 

本連絡は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、特

定薬剤管理指導加算２の届出などに関する取り扱いが示されたものです。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願

い申し上げます。 



（別添） 

問１ 「ＤＰＣ制度への参加等の手続きについて」（令和２年３月 27 日保医発 0327 第６号）

の第１の１(２)④に規定する（データ／病床）比及びＤＰＣ対象病院の機能評価係数Ⅱ

における診療実績に基づく指数（効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急医療指

数、地域医療指数）の取扱いはどのようになるか。 

（答）（データ／病床）比及び機能評価係数Ⅱにおける診療実績に基づく指数は、 
・対象医療機関等に該当する期間を、実績を求める期間から控除した上で、控除した

期間と同等の期間を遡及して実績を求める期間とすることにより算出した場合 

・対象医療機関等に該当する期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間

から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いて算出した場合 

及び通常と同様の取扱いをした場合を比較して最も高い値を用いる。 

 

問２ 特定薬剤管理指導加算２について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令

和２年９月 30 日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤

の化学療法に係る研修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、保

険医療機関において当該研修の実施が予定され、かつ、当該保険薬局の薬剤師が参加予

定であれば、届出は可能か。 

（答）新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和３年３月 31 日ま

でに保険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定で

あって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定薬剤管理指導加

算２のその他の要件を満たしていれば、届出は可能である。この場合において、当該加

算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料（開催案内のホームページ・メール

等）の写しを添付すること。 

なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指

導加算２の届出を行っており、９月 30 日までに研修に参加できず要件を満たせなかっ

た場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出が

可能である。 

 

問３ 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び

地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年１回以上実施するこ

と。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが

困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。 

（答）新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介

したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支え

ないものとする。 
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問４ 特定薬剤管理指導加算２の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性

腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難であることから、情報

通信機器を用いて実施された場合であっても当該研修会に該当するか。 

（答）新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介

したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該

当する。 
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